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In brief 

1. 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」から、産業医・産業保健機能の強化に

ついてご紹介します。 

2. 労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、これまで対象外だった管理監督者や裁量労働

適用者を含め、すべての労働者の労働時間の適正な把握が求められることとなります。 

 

In detail 

1. 産業医・産業保健機能の強化について（働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律） 

2018 年 6 月 29 日に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」において、労

働安全衛生法が改正され、産業医・産業保健機能の強化が図られました。今回のニュースレターでは、法律

成立後に公表された、産業医・産業保健機能の強化の詳細についてご紹介します。 

1) 面接指導の対象となる労働者の要件等 

これまで、長時間にわたる労働に関する面接指導等の対象は「休憩時間を除き 1 週間あたり 40 時間を

超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1 月あたり 100 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認

められる者」と規定されていました(安衛則第 52 条の 2)。今回、この規定が改正になり、「休憩時間を除

き 1 週間あたり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1 月あたり 80 時間を超え、

かつ、疲労の蓄積が認められる者」とされました。 

また、事業主は、労働者を 1 週間あたり 40 時間を超えて労働させた場合の、その超えた時間が 1 月あ

たり 80 時間を超えた場合、その労働者に対し、速やかに、その超えた時間に関する情報を通知しなけ

ればならないと規定されました(安衛則第 52 条の 2 第 3 項)。 

2) 産業医に対する情報の提供 

今回の労働安全衛生法の改正により、産業医を選任した事業主は、「産業医に対し、労働者の労働時

間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として一定のも

のを提供しなければならない。」と規定されました(安衛法第 13 条第 4 項)。 

具体的には以下の情報の提供が求められることとなります(安衛則第 14 条の 2)。  

① 健康診断の結果についての医師等からの意見を勘案しその必要があると認めるとき 

当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数

の減少等の措置、作業環境測定の実施、施設または設備の設置または整備、安全衛生委員会等

への報告その他の適切な措置（安衛法第 66 条の 5 第 1 項）。 
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② ストレスチェックにおける高ストレス者、長時間労働者に対する面接指導等の結果を踏まえた医師

の意見を勘案し、その必要があると認めるとき 

当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数

の減少等の措置、安全衛生委員会等への報告その他の適切な措置（安衛法第 66 条の 8 第 5 項、

安衛法第 66 条の 10 第 6 項）。 

   ※①および②については、既に講じた措置または講じようとする措置の内容(措置を講じない場合

はその旨とその理由)が提供する必要のある情報となります。 

③ 労働者を 1 週間あたり 40 時間を超えて労働させた場合の、その超えた時間が 1 月あたり 80 時間

を超えた労働者の氏名およびその超えた時間に関する情報 

④ その他労働者の業務に関する情報で産業医が労働者の健康管理を適切に行うため必要と認める

もの 

3) 研究開発業務従事者に対する面接指導 

新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務の従事者については、労働基準法の時間外労働

の上限が適用されないこととなりましたが、1 週間あたり 40 時間を超えて労働させた場合の、その超えた

時間が 1 月あたり 100 時間を超えた場合には、労働者の申し出の有無にかかわらず、医師による面接

指導を行わなければならないと規定されました(安衛法第 66 条の 8 の 2)。 

4) 高度プロフェッショナル制度対象者に対する面接指導 

改正労働基準法で創設された高度プロフェッショナル制度対象者についても、健康管理時間(当該対象

労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間)が一定の時間を超え

た場合、医師による面接指導を行わなければならないと規定されました(安衛法第 66 条の 8 の 4)。 

具体的な時間については今後公表される省令で示されるとの事です。 

5) 施行日 

2019 年 4 月 1 日 

 

2. 労働時間の適正な把握について 

1) 改正労働安全衛生法では、1.でご紹介した医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定め

る方法により、高度プロフェッショナル制度対象者を除くすべての労働者（管理監督者、裁量労働適用

者を含む。）の労働時間の状況を把握しなければならないと規定されました。具体的には以下の対応が

必要となります。 

① タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的

な方法その他の適切な方法とすること。 

② 事業主は、上記の方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3 年間保存するための必

要な措置を講じること。 

上記改正に伴い、2017 年 1 月に厚生労働省から公表された「労働時間の適正な把握のために使用者

が講ずべき措置に関するガイドライン」をあらためて確認することが必要になると考えられます。 

2) 高度プロフェッショナル制度対象者についても、改正労働基準法にて、健康管理時間を把握する措置

を使用者が講ずることが必要であると規定されています。詳細については今後公表される省令で示され

るとの事ですが、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を準

用することになると想定されており、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の

使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により記録することが義務付けられる見込みで

す。 

なお、事業場外みなし労働時間制が適用される労働者についても、上記ガイドラインに沿って、自己申告し

た時間等を管理する旨の規定が今後示されるようです。 
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3) 施行日 

2019 年 4 月 1 日 

 

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の詳細は、以下厚生労働省

のウェブサイトでご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html 

 

今回ご紹介の各内容の詳細は、以下厚生労働省の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する

法律」ウェブサイトでご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
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Let’s talk 

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては、下記までお問い合わせください。 

PwC 社会保険労務士法人  
〒100-6015 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階 
電話 : 03-5251-9090 

https://www.pwc.com/jp/ja/services/tax/outsourcing/hr-consulting.html 

 

代表  

岩岡 学 
03-5251-9090 

manabu.iwaoka@pwc.com 

  

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PwC アウトソーシングサービス合同会社および PwC 社会保険労務士法人は、PwC 税理士法人および PwC 弁護士法人とも連携し、記帳代行、給与計算
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ソーシングサービスを提供いたします。 

PwC は、社会における信頼を築き、重要な課題を解決することを Purpose（存在意義）としています。私たちは、世界 158 カ国に及ぶグローバルネットワーク
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